
魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 　　　 【1枚目】

○ ● ○ ○

②

③

③

②

③

○

●

魚津市独自の事業であるため。事業開始当初、音楽コーディネーター設置に対する疑問（なぜ、この団体なのか？）。一部の事業を有料化（受益者負担あり）に変更した。負担額は小
さいので、入場者んの中には、安い金額で知名度の高い出演者のコンサートにに参加でき、感謝しているとの声が多い。 把握している

把握していない

4,205

◆県内他市の実施状況 （把握している内容又は把握していない理由の記入欄）

5,593

◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質などを記入)

手
段

＜平成21年度の主な活動内容＞

対
象

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）

音楽コーディネーター設置・事業実施（小中学校への出前コンサート・指導者派遣、市内施設への出前コンサート、親子で楽し
むコンサート（幼稚園・保育園）、市民のためのクラシック講座（新川学びの森天神山交流館））を委託した。「とやま室内楽
フェスティバル2009」に助成した。
＊平成22年度の変更点

事業実施の委託内容に「市民のための出前コンサート」を追加した。併せて、市役所ランチタイム・ロビーコンサートを試行し
た。

（参考）人件費単価 （円＠時間) 4,205 4,205 4,2054,205

変化なし。

6,608 5,513 5,433

2,944 2,103 2,103 2,103

1

700 500 500 500

1 1 1

②事務事業の年間所要時間 (時間) 700

Ｂ．人件費（②×人件費単価/1,000) 2,944

事務事業に係る総費用（Å+B） (千円) 6,530

(千円)

3,586 3,664 3,410

◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など） ①事務事業に携わる正規職員数 (人) 1

平成14年から、洗足学園魚津短期大学閉校をきっかけとし、引き続き魚津市で音楽文化の振興を図るべく、開始。 (千円)

Ａ．予算（決算）額(⑴～⑷の合計）

200

⑷一般財源 3,479 3,490 3,330 3,230 3,130

(千円)

0

0

3,330

⑶その他（使用料・手数料等） 160 180107 174

(千円) 3,490

0 0

0

0 0

↑成果指標が現段階で取得できていない場合、その取得方法を記入

さまざまな芸術文化にふれる機会が多く、市民が活気と潤いに満ちています。

(千円)◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか） 0 0 0

そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞

⑵地方債
財
源
内
訳

⑴国・県支出金

(千円)

2,273 1,646 2,300 2,300① 音楽事業参加者数 名 2,300

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

成
果
指
標

市民が、身近で音楽に親しむ機会を作ることで、市民に活気と潤いをもとらすことができる。
保育園児や小学生への直接指導により、子供世代の音楽に対する関心を高めることができる。

②

① 23 30

対
象
指
標

市民
県民
小中学生・保育園児
とやま室内楽フェスティバルセミナー参加者

24

活
動
指
標

事業数 件 30 30

45,562 45,400 45,400 45,400① 市民 人 46,036

24年度

単
位

魚津市を「音楽を愛する街」とするため、「おんがく広場＠ＳＥＮＺＯＫＵ魚津」への事業委託により、各種音楽事業を実施し、市民が音楽に気軽に親しめる環境を作り、当市の音楽文化
の振興を図る。また、とやま室内楽フェスティバルに助成を行い、市民の音楽に触れる機会を増やす。

20年度 21年度 22年度

◆事業目的・概要（どのような事業か）

23年度

目 ６．学びの森天神山交流館費

実績

電 話 番 号 0765-23-1045 基 本 事 業 名 文化事業の推進

計画

記 入 者 氏 名 高山　茂樹

５．社会教育費

第２節　地域に根ざした文化とスポーツの振興 款 10．教育費

１．文化の振興 項

政策の柱 第３章　人・文化を育むまち

３．負担金・補助金 ４．市直営

係 名 等 文化係当面継続 業務分類 ４．負担金・補助金

課 名 等

コード３

一般会計

001100506

会計

予算科目

生涯学習・スポーツ課

区 分 文化

施 策 名

政 策 名

平成 年度 （平成

事 業 コ ー ド 32101201

22 21

321012部･課･係名等 コード１ 政策体系上の位置付け コード２08030200

１．指定管理者代行 ２．アウトソーシング

終了年度

予 算 書 の 事 務 事 業 名 2.音楽のまちづくり推進事業

事 業 期 間 開始年度 平成14年度

実 施 方 法

部 名 等 教育委員会事務局事 務 事 業 名 音楽のまちづくり推進事業
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○ 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

● 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

○ 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

○ 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

●

○ 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

⑴　評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○

●

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明） ★経営戦略会議評価（二次評価）

高い

説
明

他市で行われている同等レベルのコンサートは、高額なものが多い。本市の場合、かなり安価ではあるが、よい音楽に
触れる機会の提供のためには、やむ終えない。

○ 平均

低い

低
い

著名な音楽家が、これだけの予算でコンサートなどが実施できるのは、音楽コーディネーターの力によることが大
きい。今後は、魚津市が音楽のまちということを定着させるために、新川文化ホール事業と連携する。また、小学
校から音楽に親しむ機会を作ることで、情操教育にも効果が上がってきている。

二次評価の要否
特定受益者あ
り・負担あり

説
明

市民のためのクラシック講座は、かつては参加費無料であったが、現在は参加費１０００円を徴収している。参加者か
らは、安いとの声も多い。今後、内容に合せて参加料の検討を行う余地がある。

不要
適正化の余地あり

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から）

【公平性の評価】 ★課長総括評価(一次評価）

あり
説
明

助成事業の実績を検討し、同事業に助成している県や富山市と足並みを揃える事で、事業費の削減ができる。

向上

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

なし
説
明

１名で対応しているので、人件費削減の余地はない。

コストと成果の方向性

中･長期的
（３～５
年間）

おんがく広場＠Senzokuうおづ及び新川文化ホールと連携し、効果的な事業展開を計画
する。

成果の方向性

行政だからできる事業（学校への指導者派遣・無料コンサート）を定期的に開催。特
に、小学校の合同発表会の年であるので、小学生への指導に力を入れる。著名な音楽家
の演奏の場合は、引き続き有料化を継続する。とやま室内楽フェスティバルに対しての
助成は今後検討の余地がある。

コストの方向性

削減

○

●

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか）

廃止

●

② 有効性 ○ 適切 ● 成果向上の余地あり

●

● 受益者負担の適正化の余地あり

●

根拠法令等を記入

11．事務事業実施の緊急性
､
サ
ー
ビ
ス
低
下

○

○

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、見直す場合、その理由と内容を説明） ●

【必要性の評価】

]

新川学びの森天神山交流館運営事業で指定管理者に委託している「学びの森音楽祭」と連携することで、より効果が上
がる。

⑵　今後の事務事業の方向性

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明）

あり

●

○ 終了 ○

○

21

中

平成 22 年度

直結度小

【目的妥当性の評価】
１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する直結度（対象・意図の密接度）とその理由説明）

（平成

実
施
予
定
時
期

【効率性の評価】

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明） 次年度
（平成23
年度）

年度

コスト削減の余地あり

④ 公平性 ○ 適切

③ 効率性 ○ 適切

【有効性の評価】
４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明）

あり
説
明

音楽事業の参加数は、実施内容や会場を検討することで、成果の向上が図れる。

あり
説
明

本事業は、主として市民を対象に展開する事業と広く県民も対象に含む助成事業からなる。引き続き県民も対象にする
かは、検討の余地がある。

★　評価結果の総括と今後の方向性

① 目的妥当性 ○ 適切 目的廃止又は再設定の余地あり

○

○

○

○

○

○

●

民
間
可
能

法令などにより市による実施が義務付けられている

法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

○
○

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当

○

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当

一
部
に
あ
る

２．市の関与の妥当性（民間や他の機関でも実施可能な事務事業か）

直結度大
説
明

大人から子供までの市民に対して、様々な音楽に触れる機会を提供することから、文化の振興を図ることができ
る。

直結度中

10．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）
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魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 　　　 【1枚目】

○ ● ● ○

②

③

③

②

③

●

○

事 業 期 間 開始年度 平成18年度

そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞

手
段

◆事業目的・概要（どのような事業か）

富山市大沢野町と高岡市は市内全学年を収容できるホールがあり、類似事業を行っている。なし
把握している

把握していない

4,205 4,205 4,205

◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質などを記入) ◆県内他市の実施状況 （把握している内容又は把握していない理由の記入欄）

（参考）人件費単価 （円＠時間) 4,205 4,205

　　児童数の減少

1,315 2,092 2,092

Ｂ．人件費（②×人件費単価/1,000) 202

事務事業に係る総費用（Å+B） (千円) 999

(千円)

1

120 300 300 300

1 1

②事務事業の年間所要時間 (時間) 48

2,092

505 1,262 1,262 1,262

797 810 830

1◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など） ①事務事業に携わる正規職員数 (人) 1

0

⑷一般財源 797 810 830 830 830

(千円)

0

0

830

⑶その他（使用料・手数料等） 0 00 0

(千円) 830

0 0

0

0 0

↑成果指標が現段階で取得できていない場合、その取得方法を記入

さまざまな芸術文化にふれる機会が多く、市民が活気と潤いに満ちています。

(千円)◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか） 0 0 0

　　平成18年度から
新川文化ホール指定管理者制度により、新川文化ホール自主企画事業が廃止された。

(千円)

Ａ．予算（決算）額(⑴～⑷の合計）

⑵地方債
財
源
内
訳

⑴国・県支出金

(千円)

100.00 100.00 100.00 100.00①
小、中学生の関心度(参加児童へのアンケー
トによる）

％ 100.00

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

成
果
指
標

芸術文化に対する興味が高まる。

780

音楽鑑賞会参加数（中学2年生） 人 445 412 410 410 410

1,220 1,220 1,220

② 伝統芸能鑑賞会参加数（小学5.6年生） 人 806 623 780 780

美術鑑賞会参加数（中学生） 人 1,221 1,223
＜平成21年度の主な活動内容＞

活
動
指
標

近代美術館所蔵作品展や音楽鑑賞会（いちむじんギターコンサート、オペラ）の送迎にかかるバス借り上げ
美術鑑賞用リーフレット作成

＊平成22年度の変更点

変更なし

①

1,220 1,220 1,220

市内の小学5・6年生 人 846 781 780 780 780

市内の中学生 人 1,221 1,223

対
象
指
標

①市内中学生　　②市内小学校13校の5・6年生
①

計画

記 入 者 氏 名 川上　美子

23年度 24年度

単
位

児童・生徒に優れた音楽、舞台芸術等の鑑賞機会を提供し、芸術文化により親しみと関心を深めてもらう。

20年度 21年度 22年度

実績

電 話 番 号 0765-23-1045 基 本 事 業 名 文化事業の推進

10．教育費

１．文化の振興 項

目 ７．新川文化ホール費

係 名 等 文化係当面継続 業務分類 ４．負担金・補助金

区 分 文化

施 策 名

一般会計政策の柱 第３章　人・文化を育むまち 会計

５．社会教育費

第２節　地域に根ざした文化とスポーツの振興 款

001100507

平成 年度 （平成

予算科目 コード３

21

事 業 コ ー ド 32101202

事 務 事 業 名 新川文化ホール鑑賞事業

22

321012コード２部･課･係名等 コード１ 08030200 政策体系上の位置付け

生涯学習・スポーツ課 政 策 名

部 名 等 教育委員会事務局

課 名 等

対
象

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）

終了年度

予 算 書 の 事 務 事 業 名 2.新川文化ホール鑑賞事業

実 施 方 法 １．指定管理者代行 ２．アウトソーシング ３．負担金・補助金 ４．市直営
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● 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

○ 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

○ 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

○ 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

○

○ 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

⑴　評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○

○

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明） ★経営戦略会議評価（二次評価）

高い

説
明

類似事業がある富山市大沢野町、高岡市と比べて妥当である。大沢野町はスクールバスを併用している。リーフレット
を作成しているのは魚津市のみである。

● 平均

低い

平
均

【公平性の評価】 ★課長総括評価(一次評価）

魚津市の将来を担う子供たちの芸術文化に対する関心が湧く、企画の実現に努める。
二次評価の要否

特定受益者あ
り・負担あり

説
明

公演料、バス使用料の受益者負担はないが鑑賞リーフレット印刷費については、一部負担あり。

不要
適正化の余地なし

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から）

コストと成果の方向性

実
施
予
定
時
期

次年度
（平成23
年度）

国県等の補助事業を利用し、事業内容の充実を図る。 コストの方向性

維持

中･長期的
（３～５
年間）

設備の整った施設で、優れた芸術文化に触れる機会を増やす。 成果の方向性

向上

○

○

○ 終了 ○ 廃止

●

⑵　今後の事務事業の方向性

○ 年度

受益者負担の適正化の余地あり④ 公平性 ● 適切 ○

① 目的妥当性

成果向上の余地あり

③ 効率性 ● 適切 ○ コスト削減の余地あり

② 有効性 ○ 適切

● 適切 ○ 目的廃止又は再設定の余地あり

（平成

★　評価結果の総括と今後の方向性

該
当
し
な
い

○

○

○

○

○

21平成 22 年度

なし
説
明

事業実施のためには、送迎バス賃借料、鑑賞リーフレット印刷費は削減できない。

なし
説
明

補助事業を利用する場合は、書類作成や事務連絡等これまで以上に時間が必要となる。

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明）

【効率性の評価】

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか）

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明）

なし
説
明

連携することで、今より効果が高まる可能性がある他の事務事業はない。 ○

●

【有効性の評価】
４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明）

あり
説
明

補助事業を利用し、レベルの高い事業を開催。満足度と芸術文化への関心をより高める。

なし
説
明

現状の対象と意図は適切であり、見直しの余地なし。

根拠法令等を記入

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当

低
い
が
､
影
響
大

○

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、見直す場合、その理由と内容を説明） ○

○

●

●

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当 11．事務事業実施の緊急性

民
間
不
可

法令などにより市による実施が義務付けられている

法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

○
●

○

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当

直結度中

直結度小

直結度大
説
明

子どもたちの育成にも芸術文化に触れることは重要である。この事業により文化ホールを身近に感じ、文化芸術の
裾野の拡大を図る。

大

【目的妥当性の評価】 【必要性の評価】

１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する直結度（対象・意図の密接度）とその理由説明） 10．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）

4/6



魚津市事務事業評価表 年度分に係る評価） 　　　 【1枚目】

○ ○ ● ○

②

③

③

②

③

●

○

教育委員会事務局事 務 事 業 名

事 業 期 間 開始年度 不明 終了年度 ４．負担金・補助金

予 算 書 の 事 務 事 業 名 6.芸術文化振興事業

当面継続 業務分類

実 施 方 法

対
象
指
標

21

部 名 等

課 名 等

芸術文化振興事業

平成 年度 （平成

事 業 コ ー ド 32101203

22

コード３コード２部･課･係名等 コード１ 08030200 321012 予算科目

一般会計政策の柱 第３章　人・文化を育むまち 会計

001100509政策体系上の位置付け

１．指定管理者代行 ２．アウトソーシング

項

３．負担金・補助金 ４．市直営

係 名 等

区 分 文化

施 策 名文化係

政 策 名

目

第２節　地域に根ざした文化とスポーツの振興 款生涯学習・スポーツ課 10．教育費

１．文化の振興

電 話 番 号 0765-23-1045 基 本 事 業 名 文化事業の推進

記 入 者 氏 名 川上　美子 ９．文化費

５．社会教育費

24年度

単
位

市民に優れた音楽・舞台芸術等の鑑賞機会を提供し、文化芸術の裾野の拡大と振興を図る。

20年度 21年度 22年度

◆事業目的・概要（どのような事業か）

23年度

実績 計画

①市民
②芸術文化関係団体、会員
③市内小中学生対

象

（この事務事業は、誰、何を対象にしているのか。※人や物、自然資源など）
45,562

3,600 3,600

① 市民 人 46,036 45,562

会員数 人 1,098 949 950 950 950

45,562 45,562

活
動
指
標

補助申請による事業数 件①

② 中学校文化連盟事業 件

3,600

12 13 13 13

3,616

13 13

市内の小中学生 人 3,631

13

13

後援共催の申請数 件 110 93 93 93 93

10 13

意
図

（この事務事業によって、対象をどのように変えるのか）

成
果
指
標

①市民の芸術文化に対する関心が高まる。
②会員の資質及び活動への参加意欲の向上。
③小、中学生が芸術文化に親しむようになる。

① 文化祭への参加人数 人 5,000

210 210210市美術展覧会出品数

5,0005,578 4,674 5,000

人 209211

財
源
内
訳

⑴国・県支出金

(千円)

⑵地方債

0

0 0

↑成果指標が現段階で取得できていない場合、その取得方法を記入

(千円)◆この事務事業開始のきっかけ（何年<頃>からどのようなきっかけで始まったか） 0 0 0

0

0

755

⑶その他（使用料・手数料等） 69 60172 122

(千円) 764

60

⑷一般財源 665 695 695 695 695

(千円)

755

◆開始時期以後の事務事業を取り巻く環境の変化と、今後予想される環境変化（法改正、規制緩和、社会情勢の変化など） ①事務事業に携わる正規職員数 (人) 1

魚津市文化協会助成については、平成元年、文化協会発足により。 (千円)

Ａ．予算（決算）額(⑴～⑷の合計）

0 0

1,838

(千円)

837 817

1

580 500 500 500

1 1 1

2,858

2,439 2,103 2,103 2,103

3,256 2,867 2,858

　 (時間) 238

Ｂ．人件費（②×人件費単価/1,000) 1,001

事務事業に係る総費用（Å+B） (千円)

滑川市には文化団体をまとめる文化協会はない（美術連盟はあり）ため、市の文化レベルが
上がらないという悩みを持っている。黒部市は芸文協があるが、他の文化団体も含めて補助
金の額について検討中である。

4,205 4,205 4,205

◆県内他市の実施状況 （把握している内容又は把握していない理由の記入欄）

（参考）人件費単価 4,205

把握している

把握していない

さまざまな芸術文化にふれる機会が多く、市民が活気と潤いに満ちています。
そ
の
結
果

＜施策の目指すすがた＞

なし

手
段

＜平成21年度の主な活動内容＞

芸術文化団体や中学校文化連盟に補助金を交付し、活動を支援。　事業の後援、共催や文化芸術団体との連絡調整。　　　　国
県の補助事業を利用し、児童への芸術文化普及・振興に努める。

＊平成22年度の変更点

変更なし

4,205

◆市民や議会などからの要望・意見（担当者の私見ではなく、実際に寄せられた意見・質などを記入)

（円＠時間)

指定管理者制度により、平成18年度から市民文化祭と市美術展が新川文化ホール管理費へ移行した。
文化協会、市美協の事務局が自主運営となった。
会員の高齢化により会員数が減少した。
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● 全国的又は広域的な課題であり、ニーズが非常に高い

○ 市固有の課題であり、なおかつ市民などのニーズが非常に高い

○ 比較的多くの市民などがニーズを感じている

一部の市民などに、ニーズがある

○ 一部の市民などに、ニーズがあるが、それが減少しつつある

目的はある程度達成されている

上記のいずれにも該当しない

○

○ 緊急性が非常に高い

○ 緊急に解決しなければ重大な過失をもたらす

市民などのニーズが急速に高まっている

緊急性は低いが、実施しなければ市民生活に影響が大きい

緊急性が低く、実施しなくても市民サービスは低下しない

⑴　評価結果の総括

現状のまま（又は計画どおり）継続実施

休止

他の事務事業と統合又は連携

目的見直し

事務事業のやり方改善

○

○

９．本市の受益者負担の水準（県内他市と比較し、今後のあり方について説明） ★経営戦略会議評価（二次評価）

高い

説
明

団体への補助は、他市でも行っている。

● 平均

低い

平
均

　文化協会、市美術協会とも、自身で事務局を持つようになり、自立化できるように、市はバックアップだけに留
める。 二次評価の要否

特定受益者あ
り・負担あり

説
明

運営費の補助的な事業のため、特に見直しの必要はない。

不要
適正化の余地なし

８．受益者負担の適正化の余地（過去の見直しや社会経済状況等から）

【公平性の評価】 ★課長総括評価(一次評価）

なし
説
明

予算計上されているのは、最低限の負担金補助金のみであるため事業費は削減できない。

７． 人件費の削減の余地（今の業務時間を工夫して少なくできないか説明、できない理由も説明）

なし
説
明

芸術文化振興事業には、芸術文化に関する様々なものが含まれる。市の芸術文化振興のため重要な役割を担う団体と連
絡調整を図っていくことも当面必要である。

コストと成果の方向性

実
施
予
定
時
期

次年度
（平成23
年度）

若い人達が関心を持つ事業を開催する。アンケートを実施し、市民や会員のニーズを把
握する。

コストの方向性

維持

中･長期的
（３～５
年間）

他事業との連携や国県の補助金を取得する。 成果の方向性

向上

○

○

○

○ 終了 ○ 廃止

成果向上の余地あり② 有効性 適切 ●

○

○

○

●

○

適切 ○

○

【目的妥当性の評価】 【必要性の評価】

１． 施策への直結度（事務事業の施策の目指すすがたに対する直結度（対象・意図の密接度）とその理由説明） 10．社会的ニーズ（この事務事業にどれくらいのニーズがあるか）

文化事業補助金や芸術家派遣事業等を利用することは、文化活動の活性化を図るうえで重要である。

大 直結度中

直結度小

２．市の関与の妥当性（民間や他の機関でも実施可能な事務事業か）

●

民間でもサービス提供は可能だが、公共性が比較的高く、市による実施が妥当 11．事務事業実施の緊急性

一
部
に
あ
る

民
間
不
可

法令などにより市による実施が義務付けられている

法令などによる義務付けはないが、､公共性が非常に高く、民間（市民・企業等）によるサービスの実施が不可能（又は困難）なた
め、市による実施が妥当

直結度大
説
明

市が実施しているが、関与の必要性は低く、今後は市の関与を縮小（廃止）が妥当

根拠法令等を記入
○

●

既に目的を達成しているので、市の関与を廃止が妥当

低
い
が
､
影
響
大

３．目的見直しの余地（現状の【対象】と【意図】は適切か、また、見直す場合、その理由と内容を説明） ○

○

○

説
明

現状の対象と意図は適切であり、見直しの余地なし。

① 目的妥当性

★　評価結果の総括と今後の方向性

● 目的廃止又は再設定の余地あり

○

なし
説
明

連携することで、今より効果が高まる可能性がある他の事務事業はない。

③ 効率性

○

●

★改革･改善案（いつ、どのような改革・改善を、どういう手段で行うか）

④ 公平性 ● 適切

年度

○

○

● 適切

⑵　今後の事務事業の方向性

コスト削減の余地あり○

受益者負担の適正化の余地あり

年度平成 22 （平成 21

なし

６．事業費の削減の余地（手段を工夫することで、事業費を削減できないか説明、できない理由も説明）

【効率性の評価】

【有効性の評価】
４．成果向上の余地（成果の向上が今後どの程度見込めるか説明）

あり
説
明

未来を担う子どもたちへの芸術普及活動など、芸術文化振興事業が果たす役割は大きい。補助事業を利用することによ
り内容が向上し、関心も高まる。　　芸術文化団体の自主的活動の強化促進を図る。

５．連携することで、今より効果が高まる可能性のある他の事務事業の有無（どう効果が高まるか説明）
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